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〈別紙 1〉 

「達磨寺ユニークベニュー全国だるまさんがころんだ選手権大会運営業務」 仕様書 

 

 第１条 業務内容等 

  １ 業務名称 

    達磨寺ユニークベニュー全国だるまさんがころんだ選手権大会運営業務 

  ２ 目的 

本業務は、飢えた人に姿を変えた達磨大師が聖徳太子に助けられた伝承を由緒とする達磨寺

を会場に、誰もが知っている昔あそびである「だるまさんがころんだ」の独自ルールによる全

国選手権大会を開催し、多くの人に達磨寺の由来や町の歴史文化を普及啓発することを目的と

する。 

３ 業務概要 

(1) 共通業務 

(2) 予選大会運営業務 

(3) 決勝大会運営業務 

  ４ 委託期限  契約締結日から令和９年１月３０日までとする。 

 

 第２条 適用範囲等 

本仕様書は、王寺町の文化財を生かした観光拠点づくり協議会（以下、｢委託者｣という。）に

よる達磨寺ユニークベニュー全国だるまさんがころんだ選手権大会運営業務（以下、｢本業務｣

という。）に適用し、業務実施に係る最低限の仕様等を提示するものであることから、本仕様書

を上回る業務内容を提案・実施することを妨げるものではない。 

 

 第３条 大会概要 

  １ 公式競技ルール 

・5 人 1 チームとし、2 チームがコートに入って対戦します。チームを構成する選手に性別・年

齢等の条件はありません。 

・競技コートの大きさは、幅10ｍ×長さ15ｍ（ゴールラインは幅 2ｍ）で、試合時間は 2分間です。 

・2チーム 10人がスタートラインに立ち、「はじめの第一歩」で競技を開始します。 

・鬼が「だるまさんがころんだ」を唱えている間に、ゴールをめざします。唱え終わった鬼に、

手・足・頭など体のどこかでも動いているのが見つかるとアウトとなり、その選手は失格です。 

・時間内にゴールした選手は 20 点を獲得し、5 人の合計得点で勝敗を競います。同点の場合は、

延長戦（セブントライ）を行います。 

・セブントライは、障害のない 7ｍの距離で競技し、最も早くゴールした選手のチームが勝利と

なって競技終了です（得点は加算されません）。 

・競技コートの外に足を着いた選手、または障害を倒した選手は、スタートラインに戻って再ス

タートとなります。 

・相手チーム選手の進路を故意に妨害することは反則です。反則選手にはアウトを宣告します。 

・鬼は主催者側が用意し、同じく主催者側が用意する副審 2名が鬼を補助します。 
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 ２ 本業務で行う全国だるまさんがころんだ選手権大会は、第 6回とし、以下の大会で構成する。 

① 第 6回全国だるまさんがころんだ選手権大会 in王寺町 

［予選大会］ 

・日時：令和８年１１月２１日（土）１１時から１９時まで（予定・双方協議により変更有） 

 ・場所：王寺北義務教育学校 グラウンド 

 ・規模：48チーム 240人 

 

［決勝大会］ 

・日時：令和８年１１月２２日（日）９時から１７時まで（予定・双方協議により変更有） 

 ・場所：達磨寺境内特設会場 

 ・規模：予選を勝ち抜いた 20チーム 100人 

 

 第４条 業務仕様 

   １ 次の（1）から（3）における各業務の詳細は、以下の仕様に基づいて実施するものとする。 

(1)共通業務 

ア 実施計画書作成 

    本業務の受託者は、イベントの概要、タイムスケジュール、スタッフ及び選手の動き、試合結

果記入表、進行台本、場内安全対策その他本業務の遂行に必要な事項を記載した実施計画書を作

成するものとする。 

 イ 広報等 

① 予選大会・決勝大会の開催前後に各種メディアやＳＮＳ、著名人及びインフルエンサー等を

活用した効果的な情報発信を行うこと。なお、委託者も町広報紙、町公式サイト、町公式Ｓ

ＮＳ等において情報発信をする。 

② 受託者は、次のチラシ及びパンフレット等を制作し、発注者による校正・確認の上、印刷・

納品する。 

ⅰ 選手権大会参加者募集チラシ（Ａ４判、表４色・裏１色刷り、2,000部） 

〇納品日：10月 13日（火）まで 

ⅱ 選手権大会パンフレット（Ｂ６判、横型中綴じ 16ページ、全ページ４色刷り、1,000部） 

〇納品日：10月 28（水）まで 

     ⅲ 選手権大会ポスター（Ｂ２判、４色刷り、100部） 

       〇納品日：10月 13日（火）まで 

       ※ⅱの選手権大会パンフレットは、選手権大会のルール、参加選手名簿、会場図及び達

磨寺の歴史を解説する構成とすること。 

   ③ 受託者は予選大会・決勝大会の実施日において、大会の情報発信のために実施写真・動画撮影

を行うこと。（撮影データは大会終了後、委託者に提供すること。） 

④ 受託者は委託者と協議の上、最適な時期及び場所に広報物の掲示等を行うこと。（のぼり・ポ

スター等を想定）なお、この場合の掲示物は原則として委託者が用意する。 

 ウ 参加チーム等募集、事前受付及び当日受付 

    イ にて規定する広報等を実施の上、参加チーム及び本業務ボランティア（だるまさんがころ

んだの鬼）を募集・ネットによる応募フォームを構築するなどの方法により、事前受付を行うこ

と。なお、応募があった受付チームの情報は日毎に委託者へ共有すること。また、予選大会・決

勝大会の実施日において当日受付（参加者への配布物等の整備等を含む）を行うこと。 

 エ アトラクションの実施 

    予選大会・決勝大会の実施日において、観客等の来場者に向けて本業務にちなんだアトラクシ 

ョンを実施すること。なお、アトラクションの所用時間は３０分から１時間程度を目安とし、委  



- 3 - 

 

託者が手配する王寺町マスコットキャラクターが出演するものであり、共催者である王寺町のＰ

Ｒ及び委託者の業務目的に沿った内容であること。 

 オ 救護体制の整備 

    予選大会・決勝大会の実施日において、傷病者等に対して適切な処置ができるよう救護担当者

（看護師資格保有者）を１名配置し、救護セット・ＡＥＤ等の物品を整備すること。 

(2)予選大会運営業務 

ア 製作サイン関係 

    受託者は、イベント名を記載したサインを製作し、適切な箇所に自立させて設置する。サイン

表記は、カラープリントとし、デザインデータは大会ロゴマークデータのみ委託者から電子デー

タで支給する。 

   また、受託者は、参加チーム名を記載したマグネットシートをカラープリントにより製作する

こと。参加チーム名のデザインデータは発注者から電子データで支給する。また、受託者が作成

した対戦表を場内２箇所程度に掲示し、大会の経過が場内でわかるようにすること。 

イ 備品関係 

    受託者は、得点板として利用するために自立型でキャスター付きのホワイトボードをはじめと

し、競技するチームを呼び出し誘導するための拡声器、競技コート枠ライン、片流れテント、パ

イプテント、防風幕、ベニヤテーブル、パイプイス、イベントフェンス、発電機、カラーコーン、

コーンバー、インカム、日没後の競技を想定した投光器等の照明設備、競技時間管理用スポーツ

タイマー等、本業務を履行するにあたり必要な備品をすべて受託者の負担で用意し、発注者の指

示に基づいて設営及び撤去するものとする。（第５条に規定する委託者から受託者に対する貸与

品を除く。）  

ウ 音響関係 

受託者は、ミキサーアンプ、パワーアンプ、スピーカー、ワイヤレスマイク、マイクスタンド、

イコライザー等、本業務を履行するにあたり必要な備品をすべて受託者の負担で準備・配置する

こと。（第５条に規定する委託者から受託者に対する貸与品を除く。） 

 エ 運営関係 

    受託者は、スタッフとしてイベント全体を管理する者、進行を管理する者、運営（競技に係る

得点板操作・掲示をする者を含む）を管理する者、選手を誘導する者並びに音響機器及び音響オ

ペレーターを用意する。十分な経験と実績を要し、それぞれの責にふさわしい者に担当させるこ

と。また、受託者は、予選大会にて司会進行を担う女性司会者を用意すること。女性司会者は、

テレビ又はラジオ等のメディアにて番組を担当する等の十分な経験と実績を持つ者とする。 

オ 警備員関係 

受託者は、必要に応じて警備員を用意し、交通整理等に当たらせること。 

(3)決勝大会運営業務 

ア 製作サイン関係 

   受託者は、イベント名、大会本部その他必要な事項を記載したサインを製作し、適切な箇所に

自立させて設置する。サイン表記は、カラープリントとし、デザインデータは大会ロゴマークデ

ータのみ委託者から電子データで支給する。また、受託者が作成した対戦表を場内２箇所程度に

掲示し、大会の経過が場内でわかるようにすること。 

    また、参加選手が選手名を記載し、競技中に胸に貼り出すシールゼッケン（無地）を用意する

こと。 

イ 備品関係 

受託者は、得点板として利用するために自立型でキャスター付きのホワイトボードを用意する

こと。また、仮設ステージ、競技コート枠ライン、片流れテント、パイプテント、防風幕、ベニ

ヤテーブル、パイプイス、イベントフェンス、カラーコーン、コーンバー、日没後の競技を想定
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した投光器等の照明設備、選手控えテント用ごみ箱、インカム、競技時間管理用スポーツタイマ

ー等、本業務を履行するにあたり必要な備品をすべて受託者が用意し、発注者の指示に基づいて

設営及び撤去するものとする。（第５条に規定する委託者から受託者に対する貸与品を除く。） 

ウ 音響関係 

受託者は、ミキサーアンプ、パワーアンプ、スピーカー、ワイヤレスマイク、マイクスタンド、

イコライザー等、本業務を履行するにあたり必要な備品をすべて受託者が準備・配置すること。

（第５条に規定する委託者から受託者に対する貸与品を除く。） 

エ 警備員関係 

   受託者は、警備員２名以上を用意し、達磨寺駐車場出入口・王寺小学校跡地出入口をはじめと

し、安全確保ができるよう交通整理に当たらせること。 

オ 運営関係 

受託者は、スタッフとしてイベント全体を管理する者、ステージ進行を管理する者、運営（競

技に係る得点板操作・掲示をする者を含む）を管理する者及び選手を誘導する者を用意する。十

分な経験と実績を要し、それぞれの責にふさわしい者に担当させること。また、受託者は、決勝

大会にて司会進行を担う女性司会者を用意すること。女性司会者は、テレビ又はラジオ等のメデ

ィアにて番組を担当する等の十分な経験と実績を持つ者とする。 

 

 第５条 委託者から受託者に対する貸与品 

  １ 委託者は下記の物品等を貸与するものとする。なお、本仕様書に記載が無いものであっても、 

委託者・受託者双方の協議により貸与を行う場合があり、貸与品の使用（運搬・配置を含む。）の 

一切は受託者が行うこととする。 

   ①だるまさんがころんだロゴ入りタイマー台兼鬼の壁（競技の際、鬼役が使用するもの） 

   ②競技用ビブス 

   ③コート内における競技に直接関係する備品（障害物等） 

   ④参加チーム等更衣用テント・床面用養生シート 

   ⑤広報を目的とした掲示物（のぼりの場合：ウエートを除く。） 

  ２ 受託者は、前項の規定に基づき貸与を受けた物品等について本業務において使用（運搬・配置 

を含む。）する以外の目的で使用してはならない。また、使用前後で破損等の異変が無いか十分に 

確認の上、適切に管理し、業務完了後は速やかに返却すること。なお、受託者の責に帰すべき要 

因で貸与品に破損等があった場合は、受託者の負担・責任においてこれを原状復旧することとす 

る。 

以上 


